
 

相模原市監査委員公表第９号 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の３８第６項の規定により、平

成２８年度、平成２９年度及び令和元年度の包括外部監査の結果に基づき措置を講

じた旨、市長から通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

令和３年３月２６日 

 

 

相模原市監査委員 彦 根   啓 

 

 

同        橋 本 愼 一 

 

 

同        久保田 浩 孝 

 

 

同        大 槻 和 弘 
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１ 特定の事件（平成２８年度） 

補助金に係る財務に関する事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  補助金の予算額が原則として３００万円以上の関係各課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日 令和３年３月１８日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

【休日急患歯科診療所運営費補助金】 

（補助対象外経費（研修費））  

  歯科医師会の決算書と所管課に提出した

収支計算書に齟齬がある。収益事業等会計

に含まれる事業に対して補助金を交付する

結果となっており、補助金の目的外使用で

ある。 

 (報告書 ２４頁) 

【休日急患歯科診療所運営費補助金】 

（補助対象外経費（研修費）） 

平成２３年度から平成２７年度までに

交付していた補助金のうち、研修費につ

いて改めて確認し、補助対象である公益

的事業に当たらない事業分４９４千円に

ついて返還を求め、令和２年５月２８日

に納入された。 

なお、平成２８年度以降の研修費につ

いては、公益的事業に必要な研修費のみ

補助している。 
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１ 特定の事件（平成２９年度） 

相模原市の外郭団体に係る財務に関する事務の執行及び当該団体の出納その他

の事務について 

２ 監査対象部局及び団体 

  相模原市の外郭団体（１２団体）及び関係各課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日 令和３年３月１８日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

【社会福祉法人相模原市社会福祉事業

団】  

銀河開設時の備品等の会計処理 

「銀河」開設時に取得した備品等の一

部については、会計上本来固定資産計上

すべきであったが、建設仮勘定から本勘

定への振替時に会計処理を誤り、平成２７

年度の収支決算書上で「その他の特別損

失」に計上されている。「その他特別損

失」に計上された１０，８８４千円のう

ち、計１，６８８千円が固定資産に計上

すべきものであった。また、地中内埋設

物処理工事１，２００千円については平

成２６年度の費用に計上すべきであった

と考えられる。これらの会計処理につい

ては、金額的重要性、質的重要性の観点

から決算書の修正の要否を検討すること

が望まれる。 

(報告書 １３４～１３６頁) 

【社会福祉法人相模原市社会福祉事業

団】  

銀河開設時の備品等の会計処理 

指摘のあった平成２７年度の収支報告

書上の記載については、適切でなかった

ため、本事業団の会計顧問と修正の要否

について検討を行った結果、「その他特別

損失」に計上された１，６８８千円の備

品については、当該固定資産の耐用年数

が４～６年と短く、すでに耐用年数が経

過していることから修正を行わないもの

とし、地中内埋設物処理工事の１，２００

千円については、平成２６年度及び平成

２７年度の決算理事会において承認を受

けたものであることから、平成２６年度

への計上変更は行わないものとの結論に

至った。 

 なお、会計処理の適正化に向けて、法

人の経理担当者に社会福祉法人会計研修

を受講させるなどの教育の充実や法人内

部において会計処理のダブルチェック体

制を構築するなど、対応を図った。  
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１ 特定の事件（令和元年度） 

委託に関する財務事務の執行について 

２ 監査対象部局及び団体 

  平成３０年度に委託事業を実施している関係各課 

３ 措置に係る通知日 

  市長から通知があった日 令和３年３月１８日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果【指摘事項】 措置の状況 

【相模原市南保健福祉センター警備業務

委託】 

予定価格の積算(直接人件費)について

予 定 価 格 の 積 算 で は 、 直 接 人 件 費

を ３ ５ ， ８ ８ ４ 千 円 、 見 込 時 間 を

３５，７２７時間としている。この場

合、時給は１，００４円と計算され、市

は、平成３０年度の労働報酬下限額の

１，０００円は超えていると判断してい

る。しかしながら、見込時間の３５，７２７

時間のうち時間外労働等割増賃金の対象

となる時間が１７，５５１時間あり、仮

に時間割増賃金である１．２５倍を時間

として考慮すると見込時間は４０，１１４

時間となり、労働報酬下限額の１，０００

円を下回る結果になる。 

 予定価格及び最低制限価格の算定にお

いて見込時間を使用するにあたっては、

時間外労働や休日労働等に係る割増賃金

を適正に反映させる必要がある。 

(報告書 ９４～９５頁) 

【相模原市南保健福祉センター警備業務

委託】 

予定価格の積算(直接人件費)について

平成３０年度予定価格の積算では、時間

外労働や休日労働等に係る割増賃金を反

映させると、労働報酬下限額の１，０００

円を下回っていたが、実績は、警備業者

である雇い主と従業員間での労働報酬下

限額を下回らないように勤務形態・勤務

時間に関する契約を結び、労働報酬の支

払があった。詳細については、労働状況

台帳を契約課へ提出し、労働報酬額が労働

報酬下限額を超えていることを確認した。 

令和２年９月に行った入札事務におい

ては、複数の業者より参考見積を徴し、

予定価格の積算については、人件費が時

間外労働や深夜労働の割増賃金を加味し

た金額であり、労働報酬下限額を超えて

いることを確認し、適正な算定を行っ

た。 

また、予定価格の積算の際は、相模原

市公契約条例に基づき複数の職員により

チェックを徹底し、適正に事務を執行し

た。 
 


